
　

上
位
法
の
改
正
や
各
課
の
業
務
量
の
調
整
、
ま
た
、
町
単
事

業
の
農
道
整
備
な
ど
の
受
益
者
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の

条
例
の
制
定
、
一
部
改
正
を
す
る
も
の
。

条
例
の
制
定
と
一
部
改
正

●
職
員
の
降
給
に
関
す

る
条
例
の
制
定

　

上
位
法
の
改
正
に
よ
り
、

職
員
の
降
任
等
の
規
定
が
整

理
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
新

た
に
条
例
を
制
定
す
る
も

の
。

　
　
　
　

  

可
決
（
全
員
）

Ｑ 

中
島 

一
郎
議
員

　

こ
の
降
給
に
関
す
る
条
例

の
制
定
と
、
人
事
評
価
シ
ス

テ
ム
の
整
備
と
の
関
係
は
。

Ａ 

松
田 

副
町
長

　

人
事
評
価
制
度
は
、
平
成

28

年
度
か
ら
実
施
を
し
て
い

る
が
、
そ
れ
に
伴
う
条
例
制

定
が
遅
れ
て
い
た
の
で
、
今

　

回
制
定
に
な
っ
た
。

　

評
価
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
５
段
階
で
評
価
し
て
お

り
、
最
下
位
の
段
階
の
場
合

に
こ
の
条
例
が
当
て
は
ま
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

●
組
織
条
例
の
一
部
改
正

　

近
年
の
事
務
量
の
増
大
に

伴
い
、
限
ら
れ
た
人
員
の
中

で
各
課
の
業
務
量
の
調
整
を

行
う
と
と
も
に
、
管
理
職
等

の
職
責
の
バ
ラ
ン
ス
、
庁
内

全
体
の
均
衡
を
図
る
た
め
、

こ
れ
ま
で
課
長
の
兼
任
で
対

応
し
て
い
た
住
民
課
と
税
務

課
を
統
合
し
、
住
民
課
と
す

る
も
の
。

可
決
（
多
数
）

Ｑ 

宮
地 

葉
子
議
員

　

税
務
課
は
、
町
の
大
事
な

収
入
で
あ
る
町
民
か
ら
の
税

金
を
扱
う
重
要
な
課
で
、
統

合
に
は
疑
問
が
あ
る
。

　

こ
の
２
つ
の
課
を
一
緒
に

し
て
で
き
る
と
し
た
根
拠

は
。Ａ 

松
田 
副
町
長

　

税
務
課
は
、
税
金
の
確
保

な
ど
大
事
な
部
署
だ
と
思
っ

て
い
る
が
、
住
民
課
の
人
権

部
門
の
人
権
啓
発
係
と
、
町

民
館
、
児
童
館
の
係
り
が
佐

　

賀
支
所
の
地
域
住
民
課
に
移

行
し
、
住
民
課
の
部
署
が
少

な
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

税
務
課
と
住
民
課
の
業
務

量
、
そ
し
て
課
長
の
職
責
等

の
バ
ラ
ン
ス
等
を
考
え
て
統

合
と
し
た
。

●
特
別
職
の
職
員
で
非

常
勤
の
も
の
の
報
酬
及

び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

　

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る

法
律
の
改
正
に
伴
い
、
本
年

度
よ
り
、
農
地
利
用
最
適
化

交
付
金
の
活
用
に
よ
り
能
率

給
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ

た
た
め
の
も
の
。

　

 

　可
決
（
全
員
）

●
分
担
金
賦
課
徴
収
条

例
の
一
部
改
正

　

町
単
独
事
業
に
お
け
る
農

道
、
水
路
等
の
新
設
改
良
や

災
害
復
旧
な
ど
の
受
益
者
分

担
金
を
、
事
業
費
の
25

％
か

ら
10

％
に
減
額
す
る
も
の
。

可
決
（
全
員
） 　

農
業
委
員
会
委
員
14

名
を

任
命
す
る
も
の
。

　

　

任
期
は
、
い
ず
れ
も
平
成

31

年
４
月
１
日
か
ら
平
成
34

年
３
月
31

日
。

◇
農
業
委
員
会
委
員

浮
鞭
１
９
３
５
番
地
１

伊
藝
　

精
一

佐
賀
橘
川
７
０
３
番
地
５

小
谷
　

健
児

入
野
１
５
２
０
番
地

酒
井
　

幸
男

熊
井
２
０
４
番
地

野
坂
　

賢
思

馬
荷
１
９
０
７
番
地

福
留
　

康
弘

　

任
期
満
了
と
な
る
教
育
委

員
会
委
員
を
引
き
続
き
任
命

す
る
も
の
。

　

任
期
は
、
平
成
31

年
５
月

17

日
〜
平
成
35

年
５
月
16

日
。 　　

田
野
浦
９
９
２
番
地

吉
尾
　

好
市

佐
賀
２
０
６
０
番
地
26

濱
口
　

佳
史

御
坊
畑
５
４
３
番
地

松
本
　

昌
子

入
野
２
９
２
４
番
地

敷
地
　

智
也

佐
賀
１
０
２
７
番
地
４

藤
田
　

清
子

蜷
川
３
３
５
番
地

金
子
　

孝
子

伊
與
喜
２
１
１
番
地
１

藤
原
　
　

忍

上
川
口
８
２
５
番
地
５

山
中
　
　

譲

下
田
の
口
８
２
２
番
地
94

ハ
ジ
ィ
フ 

泉

佐
賀
２
４
１
７
番
地
１

浜
田
　

康
太
郎

職
員
の
降
任
等
の

規
定
整
理
に
伴
い

住
民
課
と
税
務
課
を

統
合
し
住
民
課
に

農
道
整
備
な
ど
の

受
益
者
分
担
金
を
減

農
業
委
員
に

能
率
給
を
支
給

条
例
の
制
定

農
業
委
員
会
委
員
の
任
命

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

条
例
の
一
部
改
正

案
内
板
も
変
更
に
（
４
月
１
日
）
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